
第７回境港市農業委員会総会議事録 

 

１．開催日時 令和６年７月１０日（水） 午後１時３０分から午後２時００分まで 

 

２．開催場所 境港市役所 第１会議室 

 

３．出席委員（１１人） 

   会長（議長）   ９番  足 立 晋 哉 

農業委員     １番  河 岡   誠 

２番  足 立 恵 子 

３番  阿 部 和 夫 

４番  橋 本 正 之 

５番  古 德 哲 郎 

６番  足 立 惠 一 

７番  佐々木   隆 

 

最適化推進委員 １０番  濵 田   孝 

１１番  角     興 

 １２番  築 谷 敏 樹 

 

４．欠席委員      ８番  梶 谷 重 幸 

１３番  永 井 和 人 

  

 

５．農業委員会事務局職員 

事務局長  武 良   収  

      主 幹   西   洋 平 

 

６．議事日程 

  第１ 議事録署名委員の指名 

第２ 会務報告 

第３ 議案審議及び報告 

議案第２３号 農地法第３条の規定による許可申請書について 

議案第２４号 農地法第５条の規定による許可申請書について 

議案第２５号 農用地利用集積等促進計画（案）について 

報告第１９号 農地法第１８条第６項の規定による通知書 

報告第２０号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について 

 



７．会議の概要 

 

議  長  ただ今から、令和６年第７回境港市農業委員会総会を開会いたします。 

      欠席遅刻委員ですが、梶谷委員、永井委員が欠席です。 

議事録署名委員について、議長から指名してよろしいでしょうか。 

 

     （「異議なし」の声あり） 

 

議  長  それでは、２番足立恵子委員、５番古徳委員にお願いします。 

      続いて、会務報告を行います。 

 

     （会長から次の事項について会務報告） 

令和６年６月２４日（金）常設審議委員会（会長） 

農業会議通常総会（会長・事務局長） 

 

議  長  以上のことでご質問等ございましたらお願いいたします。ないようですので、

議案審議に入ります。議案第２３号「農地法第３条の規定による許可申請書

について」を事務局より説明をお願いします。 

 

事 務 局  それでは、議案第２３号「農地法第３条の規定による許可申請書について」

ご説明いたします。議案は１ページから２ページです。今回１件の申請がご

ざいます。譲渡人が東京都のＡさん、譲受人が渡町のＢさんです。こちらは

申請地を売買で所有権移転し野菜を栽培していくというものです。こちらは

後で議案第２４号農地法第５条の申請番号３番の土地とあわせて２筆になり

ます。分筆して、一部を５条で転用、一部を４条により所有権移転するとい

う形になります。所在は渡町の一部、畑、３４９.２９㎡、渡町の一部、畑、

２６０.６３㎡、合計２筆で約６０９㎡です。２ページをご覧ください。渡公

民館の道路を挟んで向かい側Ｃさんの隣の土地になります。続いて、農地法

第３条第２項各号の農地の権利移動の制限に関する事項について、ご説明し

ます。第１号の全部効率利用要件についてですが、所有権移転後も畑を管理

するとのことで、今後農地を利用することができる状態でいかれると見込ま

れますので、農地を効率的に利用できると見込まれます。第２号の農地所有

適格法人以外の法人の規定及び第３号の信託要件の規定については、いずれ

も該当しておりません。第４号の農作業常時従事要件ですが、譲受人は１年

を通して農業に従事されるということで、常時従事は可能と見込まれます。

第５号の転貸禁止要件には該当いたしません。第６号の地域調和要件ですが、

農地を維持することで農地の荒廃を防ぐことができるということで、今回の

権利設定及び権利移動により、周辺農地の農業上の効率的かつ総合的な利用



の確保に支障は生じないものと考えられます。以上のことから、農地法第３

条第２項各号には該当せず、許可要件の全てを満たしていると判断しており

ます。現地調査は、古徳委員、築谷委員、橋本委員にお願いしました。以上

です。 

 

議  長  議案の説明が終わりました。現地調査の報告をお願いします。 

 

古徳委員  先ほど事務局で説明があったように、Ｃの隣です。ここは結構広い土地で、

あとの５条で出てくるのですが、Ｄさんが道路側を買われて、店舗にすると

いうことで、その奥を家庭菜園するということです。隣のＥさんが除草剤を

使ってほしくないということで誰も使っていなかったが、今回Ｂさんが使わ

れるということで、遊休農地対策にもなると思います。皆さんよろしくお願

いします。 

 

議  長  議案の説明と現地調査の報告が終わりました。ご意見、ご質問がありました

らお願いします。 

 

角 委 員  Ｂさんは家庭菜園などされてますか。 

 

築谷委員  今回初めてで、これから家庭菜園をされます。 

 

橋本委員  ご本人がされますか。 

 

事 務 局  ご家族でされる可能性もあります。同一世帯であれば農地台帳上は一体とな

ります。 

 

議  長  他にご意見、ご質問がありましたらお願いします。ないようですので、採決

をとります。原案に賛成の方は挙手をお願いします。 

 

（全員挙手）  

 

全員賛成ですので、議案２３号は原案のとおり決定されました。 

続きまして議案第２４号「農地法第５条の規定による許可申請書について」

申請番号１と２を合わせて説明をお願いします。 

 

事 務 局  議案第２４号「農地法第５条の規定による許可申請書について」を説明させ

ていただきます。議案の３ページから５ページになります。今回３件申請が

出てきております。（番号１）譲渡人が福定町のＦさん、譲受人が上道町のＧ



さんです。所在は竹内町の一部、２１２.２２㎡です。４ページをご覧くださ

い。Ｇの東側の土地になります。申請理由としましては、申請地を売買によ

り所有権移転をし、店舗兼住宅を建てたいとの事です。申請地周辺の農地区

分につきましては、申請地からおおむね３００メートル以内に鉄道の駅（JR

余子駅）が存在することからだい３種農地であると判断しました。資力及び

信用につきましては、金融機関からの融資証明書が提出されております。遅

滞なく転用目的に供することの確実性につきましては、添付された事業計画

書から妥当と判断されます。土地改良区の同意の意見書は添付されておりま

す。計画面積につきましては、添付された土地利用計画図から適当と思われ

ます。周辺農地の営農条件への支障につきましては、擁壁を設けるとのこと

です。続きまして、（番号２）の説明をさせていただきます。譲渡人が福定町

のＨさん、譲受人が米子市のＩさんです。所在は申請番号１番の隣で、竹内

町の一部、畑、５９.３３㎡、竹内町、畑、１４８㎡、竹内町、畑、２１１㎡、

合計３筆でおよそ４１８㎡です。申請理由は申請地を売買により所有権移転

をし、専用住宅敷地として使われるということです。また、申請番号１番と

同じ理由から、第３種農地に該当いたします。資力及び信用につきましては、

事前審査遅滞なく転用目的に供することの確実性につきましては、添付され

た事業計画書から妥当と判断されます。土地改良区の同意の意見書は添付さ

れております。計画面積につきましては、添付された土地利用計画図から適

当と思われます。周辺農地の営農条件への支障につきましては、切土を０．

１５ｍ行う予定で、被害防止措置といたしまして、擁壁を設けるということ

です。現地調査は、古徳委員、橋本委員、築谷委員にお願いしました。以上

です。 

 

議  長  議案の説明が終わりました。現地調査の報告をお願いします。 

 

橋本委員  同じメンバーで行ってまいりました。Ｇの東側です。周りも住宅に囲まれて

いまして、とても耕作できる状況ではありません。宅地にするしかないかな

と考えています。ご検討よろしくお願いします。 

 

議  長  議案の説明と現地調査の報告が終わりました。ご意見、ご質問がありました

らお願いします。 

 

議  長  私から一つ質問があります。店舗という風にありますが、なんの店舗ですか。 

 

事 務 局  理髪店です。 

 

議  長  他にご意見、ご質問がありましたらお願いします。無いようですので、採決



をとります。申請番号１について賛成の方は挙手をお願いします。 

 

（全員挙手）  

 

全員賛成ですので、申請番号１は原案のとおり決定されました。 

続きまして、申請番号２について賛成の方は挙手をお願いいたします。 

 

（全員挙手）  

 

全員賛成ですので、申請番号２は原案のとおり決定されました。 

続きまして、申請番号３について説明をお願いいたします。 

 

事 務 局  （番号３）の説明をさせていただきます。譲渡人が東京都杉並区のＡさん、

譲受人が渡町のＪさんです。申請理由は申請地を売買により所有権移転をし、

店舗敷地として使われるという事です。場所は、渡町の一部、畑、３９３．

５７㎡、渡町の一部、畑、６０５．４９㎡、合計２筆でおよそ９９９㎡です。

農地区分は水管、下水道管が埋設された道路の沿道の区域であり、かつ、５

００ｍ以内に医療施設と公共施設が存在することから第３種農地と判断いた

しました。地図は５ページをご覧ください。先ほども話しましたように議案

第２３号の申請番号２番の隣になります。資力及び信用につきましては、金

融機関からの融資証明書が提出されております。遅滞なく転用目的に供する

ことの確実性につきましては、添付された事業計画書から妥当と判断されま

す。土地改良区の同意の意見書は添付されております。計画面積につきまし

ては、添付された土地利用計画図から適当と思われます。周辺農地の営農条

件への支障につきましては、隣接する農地との間に擁壁を設置するというこ

とです。申請番号１番の農地との接続部分にはのり面を設けるとのことです。

現地調査は、古德委員、橋本委員、築谷委員にお願いしました。以上です。 

 

議  長  議案の説明が終わりました。現地調査は議案第２３号のほうで行っておりま

すので省略させていただきます。ご意見、ご質問がありましたらお願いしま

す。ないようですので、採決をとります。原案に賛成の方は挙手をお願いし

ます。 

 

（全員挙手） 

 

全員賛成ですので、原案のとおり決定されました。 

続きまして議案第２５号「農用地利用集積等促進計画（案）について」の説

明をお願いします。ここで私と濱田委員は議案に関係いたしますので退出い



たしますので、河岡職務代理に進行をお願いいたします。 

 

（足立晋哉委員が退出） 

 

事 務 局  それでは、議案第２５号「農用地利用集積等促進計画（案）について」説明

いたします。今回は２７件ございます。１６件の新規で、２件の付替えでと

９件の更新となっています。新規でＫさんが上がっておりますが、こちらは

新規就農者の方です。以上です。 

 

河岡委員  議案の説明が終わりました。ご意見、ご質問がありましたらお願いします。

ないようですので、採決をとります。原案に賛成の方は挙手をお願いします。 

 

（全員挙手） 

 

河岡委員  全員賛成ですので、議案２５号は原案のとおり決定されました。 

      

（足立晋哉委員が入室） 

 

議  長  ６番の報告をお願いいたします。 

 

（事務局から次の事項について報告） 

報告第１９号 農地法第１８条第６項の規定による通知書 

報告第２０号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について 

 

（事務局からその他項目について説明） 

・今後の予定 

○常設審議委員会（会長）  令和６年７月２２日（月）  

○農業委員会会長協議会役員会・監査会（会長） 令和６年８月 ２日（金） 

 ○第８回境港市農業委員会総会（第１会議室）  令和６年８月 ９日（金） 

  ◆午後１時３０分～              

○第９回境港市農業委員会総会（第１会議室）  令和６年８月１６日（金） 

※新委員対象 

◆午前１１時００分～ 辞令交付式、総会 

 ※農業委員のみ出席 

◆午後 １時３０分～ 総会、研修会 

 ※全員出席 

 

・農業委員会情報 市報７月号「農地の適正管理」 



市報８月号「農地や用水路への不法投棄について」予定 

 

議  長 以上で本日の審議は終了いたしましたが、その他に皆さんの方からございませ

んか。 

 

議  長 それでは以上をもちまして令和６年第７回境港市農業委員会総会を閉会しま

す。 

 

 

 

令和６年７月１０日 

 

   境港市農業委員会 

 

議  長 

                                    

 

署名委員 

                              

 

署名委員 

                              


